
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

161,209 163,721 166,474 169,020 171,532
＜内訳＞

①－施設利用料（介護給付一部負担金）※１割負担の方

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

21,576 23,839 26,319 28,613 30,876

403 403 403 403 403

155 155 155 155 155

279 279 279 279 279

620 620 620 620 620

496 496 496 496 496

1,581 1,581 1,581 1,581 1,581

33 33 33 33 33

2,087 2,275 2,481 2,671 2,859

679 740 807 869 930

27,909 30,421 33,174 35,720 38,232

②－食　費／月（単価 1，800円／日）　　

③－居住費／月（単価 2，500円／日）　　

④看護体制加算Ⅱロ

第一段階

※端数の関係で、実際の支払額と1円単位の差が発生することがあります。

食　 費　月額合計

※若年性認知症に該当する方は、１日当たり１３１円（処遇改善加算対象経費）の負担増になります。
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第三段階

※介護負担限度額認定証をお持ちの方は１日当たりの居住費、食費の負担額が下記となります。

77,500

第二段階

※入所期間中に入院、または外泊した期間の取り扱いについては、最大６日間（入院日・退院日・ま
たは外泊日・帰園日を除く）に限り、介護保険給付の取り扱いに応じた料金となります。（１日当たり２
６９円（処遇改善加算対象経費））

※入所後（３０日以上の入院後の再入所を含む）３０日間は、一日当たり３３円（処遇改善加算対象経
費）の負担増になります。

＜その他の加算金額等について＞

※上記利用料金は介護保険負担割合が一割負担の利用料金となります。一定以上の所得がある方
は、介護給付一部負担金が２割または３割となります。

650 390 300

1,310

※　その他、個人の嗜好品、理美容費、医療費・薬代等は全て実費負担となります。

※その他の加算要件について該当した場合については「契約書別紙」を基に個別にご説明させて頂
きます。

食費

※疾病治療の手段として医師の発行する処方箋に基づき提供された特別な治療食を提供した方は、
1日当たり２０円（処遇改善加算必要経費）の負担増になります。

居住費

※看取り介護加算に該当する方は、「看取り介護についての同意書（裏面）」又は「契約書別紙」をご
参照下さい。（処遇改善対象経費）
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※介護保険法に基づく人員配置を満たしていない場合、上記の介護度別の負担額が減額となる場合
があります。加算要件を満たしていない場合、上記加算額については加算されません。

③看護体制加算Ⅰロ

⑦日常生活継続支援加算

⑧口腔衛生管理体制加算

施設利用負担月額（標準）

利用料・加算項目／月（31日）

①介護福祉施設サービス費

②個別機能訓練加算

55,800

介護職員処遇改善加算Ⅰ
（上記①～⑧の合計金額の
8.3％）

⑤夜勤職員配置加算Ⅱロ

⑥栄養マネジメント加算

居住費　月額合計

施設利用料　月額合計

介護職員等特定処遇改善加算
Ⅰ（上記①～⑧の合計金額の

2.7％）


